
2025 年 12 月 11 日 

 

ＫＣＮ京都基本サービス契約約款（精華台 5丁目）の変更について 

 

変更後 変更前 

第６条（遅延損害金および請求書等発行手数料） 

・文言修正 

２．当社は加入者が料金その他の債務（遅延損害金を除きま

す）について、支払期日を経過しても支払いがない場合、当

社または料金回収会社が督促通知（料金その他の債務の支

払いを求める行為をいいます）を行う場合には、別に定める

料金表に記載の請求書等発行手数料を別途請求いたしま

す。 

第６条（遅延損害金および督促手数料） 

 

２．当社は加入者が料金その他の債務（遅延損害金を除きま

す）について、支払期日を経過しても支払いがない場合、当

社または料金回収会社が督促通知（料金その他の債務の支

払いを求める行為をいいます）を行う場合には、別に定める

料金表に記載の督促手数料を別途請求いたします。 

・号にあたる内容のため修正 

第１０条（厳守事項） 

加入者は、次の事項を守るものとします。 

（１）当社の承諾なしに当社施設を改変しないこと。 

（２）加入契約以外の引込線等を新たに設置しないこと。ま

た、線条その他の導体等を加入者引込線に連絡しないこと。 

 

第１０条（厳守事項） 

加入者は、次の事項を守るものとします。 

１．当社の承諾なしに当社施設を改変しないこと。 

２．加入契約以外の引込線等を新たに設置しないこと。ま

た、線条その他の導体等を加入者引込線に連絡しないこと。 

（付則） 

・文言修正 

この加入契約は、精華台５丁目地区にのみ適用されるもの

とします。 

２．当社は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付す

ることができるものとします。 

３．一括加入、業務施設等の加入契約については、別に定め

るものとします。 

４．この契約約款は、２０２６年１月１日から施行します。 

（付則） 

 

この加入契約は、精華台５丁目地区にのみ適用されるもの

とします。 

２）当社は、特に必要がある場合は、この約款に特約を付す

ることができるものとします。 

３）一括加入、業務施設等の加入契約については、別に定め

るものとします。 

４）この契約約款は、２０２２年７月１日から施行します。 

別表 

（冒頭） 

・文言削除および文末へ移動 

※表示金額は特に断りがない限り消費税込の価格です。請

求金額は税抜価格の合計から税率乗算して、小数点以下を

切り捨てて計算します。  

別表 

（冒頭） 

 

※すべての金額は消費税込の価格です。請求金額は税抜価

格の合計から税率乗算して、小数点以下を切り捨てて計算

します。  

・名称変更および金額修正 

４．各種手数料 

請求書等発行手数料 ４４０円 1通につき 

 

４．諸手数料 

督促手数料 １１０円 1回の督促につき 

 


